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子どもの読書活動の推進に関する法律 

                                    平成１３年１２月１２日 

法 律 第 １ ５ ４ 号 

（目的） 

第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方

公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項

を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

  （基本理念） 

第２条 子ども（おおむね１８歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、

言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生き

る力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子ど

もがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積

極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。 

（国の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活

動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 （事業者の努力） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書

活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 

 （保護者の役割） 

第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積

極的な役割を果たすものとする。 

 （関係機関等との連携強化） 

第７条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施される

よう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整

備に努めるものとする。 

 （子ども読書活動推進基本計画） 

第８条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」

という。）を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告

するとともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子どもの読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

 （都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に



21 

 

おける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活

動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）

を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定され

ているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基

本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該

市町村における子ども読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども

読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推

進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の

変更について準用する。 

 （子ども読書の日） 

第１０条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ど

もが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、４月２３日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めな

ければならない。 

 （財政上の措置等） 

第１１条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

    附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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文字・活字文化振興法 

                                      平成１７年７月２９日 

号 外 法 律 第 ９ １ 号 

（目的） 

第１条 この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵

の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできない

ものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及

び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事

項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推

進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的

とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現された

もの（以下この条において「文章」という。）を読み、及び書くことを中心として行なわ

れる精神的な活動、出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他

のこれらの活動の文化的所産をいう。 

 （基本理念） 

第３条 文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重

されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、

身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受でき

る環境を整備することを旨として、行われなければならない。 

２ 文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮され

なければならない。 

３ 学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるよ

うにするため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基

礎とする言語に関する能力（以下「言語力」という。）の涵養に十分配慮されなければな

らない。 

 （国の責務） 

第４条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、文字・

活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務） 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を

踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 （関係機関等との連携強化） 

第６条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよ

う、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の

整備に努めるものとする。 

（地域における文字・活字文化の振興） 
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第７条 市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必

要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することが

できるよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的

条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものと

する。 

３ 国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行なう図書館の一般公衆への開放、文

字・活字文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献す

る活動を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振

興を図るため、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

 （学校教育における言語力の涵養） 

第８条 国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、効

果的な手法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育職

員の養成及び研修の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるもの

とする。 

２ 国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図る

ため、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制

の整備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必

要な施策を講ずるものとする。 

（文字・活字文化の国際交流） 

第９条 国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするととも

に我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広

く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻

訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものと

する。 

 （学術的出版物の普及） 

第１０条 国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果

についての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （文字・活字文化の日） 

第１１条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、

文字・活字文化の日を設ける。 

２ 文字・活字文化の日は、１０月２７日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施さ

れるよう努めるものとする。 

 （財政上の措置等） 

第１２条 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
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附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 

   ○小山町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱 

平成２１年２月２３日 

訓令第１号 

改正 平成２７年９月２５日訓令第６号 

 （設置） 

第１条 小山町における子どもの読書活動を推進するに当たり、子どもの読書活動の推進に関す

る法律（平成１３年法律第１５４号）第９条第２項の規定に基づき、小山町子ども読書活動推

進計画（以下「推進計画」という。）を策定するため、小山町子ども読書活動推進計画策定委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事務を所掌する。  

（１）推進計画の策定に関すること。 

（２）その他推進計画の策定に関して必要なこと。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、別表第１に掲げる者で小山町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱又は

任命する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から推進計画を教育委員会へ報告した時までとす

る。なお、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこと

ができる。 

 （作業部会） 

第７条 委員会に作業部会（以下「部会」という。）を置く。  

２ 部会は、別表第２に掲げる組織の者をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長が指名する者をこれに充てる。 

４ 部会は、推進計画の策定に必要な調査、研究等を行う。 

５ 部会の会議は、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「委員長」とあるのは、

「部会長」と読み替えるものとする。 

（庶務） 
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第８条 委員会の庶務は、教育委員会の定める課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公表の日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

教育部長 

教育部こども育成課長 

教育部生涯学習課長 

幼稚園・保育園・こども園園長代表 

小学校長代表 

中学校長代表 

図書館ボランティア代表 

社会教育委員代表 

図書館職員 

 

別表第２（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 教育部こども育成課 

 教育部生涯学習課 

 幼稚園・保育園・こども園 

 小学校 

 中学校 

 図書館 
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小山町子ども読書活動推進計画策定委員会委員名簿 

 

 策定委員会委員                            （敬称略） 

区   分 氏   名 備 考 

教育部長 田 代 順 泰  

教育部こども育成課長 湯 山 博 一  

教育部生涯学習課長 大 庭 和 広  

幼稚園・保育園・こども園園長代表（足柄幼） 斎 藤 美 栄  

小学校長代表（明倫小学校） 小 松 孝 和  

中学校長代表（須走中学校） 岩 瀬 次 夫 策定副委員長 

図書館ボランティア代表 湯 山 峯 子  

社会教育委員代表（委員長） 高 橋 豊 宏 策定委員長 

図書館職員（館長） 田 代 光 宏  

 

 作業部会委員 

区   分 氏   名 備 考 

教育部こども育成課（指導主事） 樋 口 奈津子 作業部会長 

教育部生涯学習課（社会教育指導員） 山 口 和 男  

幼稚園・保育園・こども園（主任保育士） 後 藤 佳 江  

小学校（北郷小学校 教諭） 湯 山 かおり  

中学校（小山中学校 教諭） 豊 田 博 文  

図書館（司書） 滝 口 詩 乃  
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第２次 小山町子ども読書活動推進計画 

       

平成２８年３月 

 
   編集・発行 小山町教育委員会 生涯学習課 
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